
さ た だ ヤわ  3害

重信房子さんを支える会 (関西)会報

【さわ】・・。「共に」「一緒に」を意味するアラビア語です。“さわ"一語でその意味

がありますが、“さわさわ"と続けて言う言い方もよ<されるそうです。音感が

良いことから会報タイトルには“さわさわ"をいただ<ことにしました。









































編集後記…戦前、治安維持法治下、人々はどのように生きたのか、当時を回想する一女性の手記をた

またま読む機会に恵まれた。父が胸苦しさを訴え、心不全との診断で、緊急入院した。その病院備え

付けの図書コーナーの本棚でたまたま手にした「素手の女」という本がそれで、「治安維持法の時代

を生きる」という副タイトルがついてし`る。著者は信多まちという方で、信多さんは長寿でお元気、

80歳を過ぎてから 60年前を回想して書かれた。私は序文にある、「若き日に打たれし尻はしびれ

おり天皇制とはおぞましきかな」という短歌にまず引きつけられた。若い共産党員活動家として信多

さんは何度も捕らえられ、当時の特高警察により文字通り、殴る、蹴る、の、凄まじい暴行にさらさ

れるが、意気軒昂、挫けることないのはもちろん、私が感動したのは、治安維持法をきつばり、批判

していることだ。「社会に対して悪いことは何もしていないです。悪いのはこの治安維持法という法

律です。自分たちの問いは社会の進歩、発展に沿つたもので、現在の不合理を改めることです。婦人

の地位の低いこと、労働者、農民の生活が圧迫されていることを改めることです。そして、今戦争ヘ

とすべてを誘発しているのを見ていられない。」と、信多さんは裁判ではつきり述べておられる。

父も90歳 と長寿で、脳梗塞で半身不随ながら陽気で元気だ。針を刺して肺の水を抜いてもらつて

から、それまでハーハーと、苦しそうだつた呼吸がかなり治まつた。日頃、100歳 まで生きると言つ

ている、その言葉通りの間病の時を刻みつつ、父は目を送つている。/昨年 12月 20日 、桂訴審で、

重信房子さんは、控訴棄却、原審通り、20年の刑の判決が下された。現在上告中だが、司法という

ものの反動化のひどさというものは、戦前の治安維持法の時代と変わらないと私は思つている。国が

戦争政策を推進する時、司法は反対する者を叩きつぶしてその地ならしをする役割を果たす.その点

が、現在は、戦前に酷似している。そんな私には、信多さんと、重信さん、二つの像がダブつて見え

る。私は今思う。戦前、治安維持法治下、当時の人々は信多さんたち獄中の人たちとどのようにして

一緒に生きたのだろうか、あるいは、生きようとしたのだろうか、と。/次号第 4号は 6月 刊行の

予定です。重信さんへのお便り、投稿等、お待ちしています。5月 中に送つていただきますようお願

いいたします。(森本)

販価は 1冊 300円 です。なるべく年間購読をお願いします。送料込みで、年会費は
"円

です。

(郵便振替口座 00920-2-169764 さわさわの会)

連絡先一〒635-0061大 和高田市磯野東町3-27 森本忠紀

|   ■rax 0745-22-4002 回己
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